
食品等の営業許可制度が
変わります！

飲食店営業、菓子製造業、アイスクリー
ム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処
理業、乳製品製造業、集乳業、食肉処理
業、食肉販売業（C以外）、魚介類販売
業（C以外）、食肉製品製造業、魚介類
競り売り営業、食品の放射線照射業、清
涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂
製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆
製造業、麺類製造業、添加物製造業

乳類販売業、食肉販売業（包装済み品の
販売のみ）、魚介類販売業（包装済み品
の販売のみ）、食品の冷凍又は冷蔵業
（冷凍・冷蔵倉庫業）、氷雪販売業

喫茶店営業、あん類製造業、魚肉練り製
品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業（の内、
冷凍食品製造業）、乳酸菌飲料製造業、
マーガリン又はショートニング製造業、
みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類
製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、そう
ざい製造業、調理機能を有する自動販売
機

令和３年６月１日から、食品等の営業許可が３４業種から３２業種
に再編されます。また、許可の対象外の業種についても届出が必要
になります。（一部の業種を除きます。）

令和３年5月31日までの
許可業種

主な変更点

・業種の変更はありません。

・新しい業種になります。
・現在許可を取得してい
る場合は許可満了日ま
で有効です。その後更
新する場合は新しい業
種での許可申請が必要
になります。

・届出が必要になります。
・現在許可を取得されて
いる場合は届出不要で
す。

・届出業種は更新の必要
はありません。

裏面で新しい３２業種や届出業種をチェック！！
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※要許可業種によっては業種の変更や適用範囲が変わるものが
ありますので、詳細は枚方市保健所までお問合せください。

枚方市 ひこぼしくん



①飲食店営業②調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する
営業 ③食肉販売業④魚介類販売業⑤魚介類競り売り営業⑥集乳業 ⑦乳処理業⑧特別牛乳搾取
処理業 ⑨食肉処理業⑩食品の放射線照射業⑪菓子製造業⑫アイスクリーム製造業⑬乳製品製造
業 ⑭清涼飲料水製造業⑮食肉製品製造業⑯水産製品製造業⑰氷雪製造業⑱液卵製造業⑲食用
油脂製造業 ⑳みそ又はしょうゆ製造業㉑酒類製造業㉒豆腐製造業㉓納豆製造業㉔麺類製造業
㉕そうざい製造業㉖複合型そうざい製造業㉗冷凍食品製造業㉘複合型冷凍食品製造業㉙漬物製
造業 ㉚密封包装食品製造業㉛食品の小分け業㉜添加物製造業

要許可業種

「新設・再編された業種（９つ）」

業種名 許可の内容

調理の機能を有する自動販売
機により食品を調理し、調理
された食品を販売する営業

従来の飲食店営業または喫茶店営業として取り扱われていた自
動販売機が単独の業種となりました。

水産製品製造業 魚介類などを主原料とする食品を製造する営業。従来の魚肉練
り製品製造業が含まれます。

液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造をする営業。

みそ又はしょうゆ製造業 従来のみそ製造業としょうゆ製造業が統合されました。

複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品
製造業（魚肉練り製品の製造業を除く。）又は麺類製造業に係
る食品を製造する営業。HACCPに基づく衛生管理を行う必要
あり。

複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品
製造業（魚肉練り製品の製造業を除く。）又は麺類製造業に係
る食品（冷凍食品に限る。）を製造する営業。HACCPに基づ
く衛生管理を行う必要あり。

漬物製造業 漬物を製造する営業。

密封包装食品製造業 レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封され
た食品であって常温で保存できるものを製造する営業。

食品の小分け業 要許可業種（一部を除く）で製造された食品を小分けする営業。

・すでに営業している場合は令和３年11月30日までに届出が必要です（従来許可業種は不要）。
・要許可業種に該当しないすべての業種（販売業、製造・加工業、器具・容器包装の製造業（合
成樹脂使用）など）が届出対象です（下記の届出対象外業種を除く）。

・従来許可業種で届出業種になるものは、乳類販売業、魚介類販売業（包装済み品の販売の
み）、食肉販売業（包装済み品の販売のみ）、食品の冷凍又は冷蔵業（冷凍冷蔵倉庫業）、氷
雪販売業、コップ式自動販売機（屋内設置）の６つです。

・HACCPに沿った衛生管理の導入と、食品衛生責任者の設置も必要です。

要届出業種

食品又は添加物の輸入をする営業、食品又は添加物の貯蔵又は運搬業（冷凍又は冷蔵業を除く）、
容器包装に入れられ常温で保存可能なものを販売する営業、器具又は容器包装の製造をする営業
（合成樹脂が使用されたものを除く）、器具又は容器包装の輸入または販売業 など

許可・届出対象外業種

ご質問・ご相談は
枚方市保健所保健衛生課まで枚方市

〒 573-0027 枚方市大垣内町2丁目2番2号
TEL 072-807-7624 FAX072-845-0685

令和３年６月１日以降


